


























































































領収書
� 令和5年11月30日
� （株）▲▲▲　　　　　
� 登録番号 T1234…

（株）○○○御中
⾦額 200,000円（税込）

但し、家事使⽤分	 40,000円
10％対象	 160,000円（内消費税14,545円）

p44 p45

p46 p47_1

p47_2

p48 p49

Column

取得した家事共⽤資産の消費税額は
事業⽤部分を按分して計算
　個⼈事業者では、事業と家事で共⽤する資産を持つ場合があります。
　消費税の納税事業者の場合、事業専用と家事消費⽤・家事使⽤について使
⽤率や使⽤⾯積などの合理的な基準で区分して課税仕⼊れ等の消費税額を計
算します。

家事共⽤資産の計算例② 売り⼿ となる場合

中古⾞を買い取った
事業者に対して、事
業専⽤割合に相当す
る⾦額を⼊れたイン
ボイスを発⾏します。

事業と家事で使⽤している中古⾞を20万円で売却する場合。
事業専⽤割合が80％であれば、課税売上に係る消費税額は次のようになります。

20万円 × 80％ ＝ 16万円

家事共⽤資産の計算例① 買い⼿ となる場合

275万円（内消費税25万円）で⾃動⾞を購⼊し、事業と家事で使⽤する場合。
事業専⽤割合が80％であれば、課税仕⼊れ等の消費税額は次のようになります。

250万円 × 80％ ＝ 200万円
200万円 × 10％ ＝ 20万円

16万円 × 　　  ≒ 14,545円
10
110
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できます。古物営業法の許可を受けて古物営業を営み、下の3つの要件をす
べて満たしていれば仕⼊税額控除ができます。⾞や楽器、洋服などの中古
販売に関わる事業者が当てはまるでしょう。
なお、相⼿がインボイス発⾏事業者である場合は、適格請求書を発⾏して
もらい、保存しなければなりません。
※帳簿の保存のみで仕入税額控除を受ける場合については、31ページをご覧ください。

⾃⼰の使⽤のためにインボイス制度に登録していない事業者（個⼈を含む）
から買い⼊れた古物は、免税事業者からの課税仕入れに当たるので仕⼊税
額控除ができません。ただし、措置期間内は控除が可能です。
※36〜37ページも合わせてご覧ください。

中古⾞販売業をしているのですが、
消費者からの仕⼊れも
仕⼊税額控除できますか？

Q

A
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⾃分たちで使う営業⾞は販
売⽬的じゃないから、仕⼊
税額控除できないんだね。

古物の仕⼊れ1

棚卸資産（販売⽬的）の仕⼊れ2

インボイス制度に登録していない事業者（個⼈を含む）からの仕⼊れ3

「古物」とは、⼀度使⽤された物品（鑑賞的美術品及び商品券、乗⾞券、郵便切⼿その他政
令で定めるこれらに類する証票その他の物を含む。ただし、船舶、航空機、⼯作機械その他
これらに類する⼤型機械類で政令で定めるものを除く）、もしくは使⽤されない物品で使⽤の
ために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の⼿⼊れをしたもの。

古物営業法による古物の定義

中古品の取扱い4-3
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企業共同体

JVのような⺠法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合などは、
原則としてインボイスを発⾏することはできません。ただし、業務執⾏組
合員が A の届出書を提出すればインボイスを発⾏できます。発⾏した組合
員が写しを保存します。

次の場合、該当することになった⽇より後の取引については、インボイス
の発⾏ができません。また、業務執⾏組合員が速やかに B の届出書を提出
しなければなりません。

JVを組成して建設⼯事を⾏う場合、
インボイスは各社が発⾏しますか？

Q

A1

A2

　任意組合等の事業として⾏われる取引に関するインボイスに記載
可能な「適格請求書発⾏事業者の⽒名または名称及び登録番号」は、
次の2通りとなります。

1  組合員全員のものを記載する（こちらが原則）
2  �その任意組合等の、いずれかの組合員の「⽒名または名称及び登

録番号」（1つまたは複数でも可）とその任意組合等の名称

1  インボイス発⾏事業者でない新たな組合員を加⼊させた場合
2  任意組合等の組合員のいずれかがインボイス発⾏事業者でなくなった場合

組合員

組合員

業務執⾏組合員

組合員

組合員

A

任意組合等の組合員の全て
がインボイス発⾏事業者で
ある旨の届出書

インボイスを
発⾏する場合

組合員

組合員

業務執⾏組合員

組合員

組合員

B

任意組合等の組合員がイン
ボイス発⾏事業者でなくな
った旨等の届出書

インボイスを
発⾏できなくなった場合

JV（企業共同体）を組成する場合4-4

企業共同体
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任意組合等が解散しその清算が結了した場合、清算⼈が C の届出書を提出
します。A3

任意組合の事業として課税仕⼊れを⾏う場合の対処

　任意組合等で課税仕⼊れをする場合、業務執⾏組合員が⽀払い等の名義⼈となり、
各組合員との間で負担分を清算するという⽅法を取ることが多いでしょう。この場合、
各組合員はインボイスを受け取れませんが、次の書類を保存すれば仕⼊税額控除が可
能です。

1  業務執⾏組合員が仕⼊先から受け取ったインボイスのコピー
2  �各組合員が出資⾦等の割合に応じた対価の配分内容を記載した書類（精算書）

清算⼈

C
任意組合等の清算が結
了した旨の届出書

任意組合等が解散し､
その清算が結了した場合

インボイスのコピーが⼤量になるなどの理由で、
業務執⾏組合員がコピーを発⾏することが難し
い場合は、精算書のみを発⾏、業務執⾏組合員
が仕⼊先から受け取ったインボイスを保存し、
各組合員は精算書を保存することも可能です。
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Column

親方のところは免税事業者で、
うちは仕入税額控除
できないから、

そうか、
じゃあ、しょうがないね。
据え置きにしよう。

じゃあさ、うちが作っている
顧客サービスグッズ、
割引するから買ってよ。

いっそ、思い切って課税事業者に
なればいいんじゃない？
お互い、そのほうがいいでしょ？

あ、親方、
昨日はどうもね。

そうじゃないなら、
取引、打ち切らせて
もらうよ。

けっこう評判
いいんだよ。
お客さんに配れば
いいじゃない。

そうそう、今度、お客さんを招待して
フェアをやるんだけど、
親方のところの名前も出すから、協賛金よろしくね。

うちも困るんだよ。
今後もお願いするから、
よろしく頼むよ。

はぁ…。 ありがとう
ござい
ます…。

それは
『取引対価の引き下げ』
にあたりますよ！

それは
『協賛金等の負担の要請』
ですね！

それは
『商品等の購入やサービス
  利用の要請』です！

免税事業者にとって不利益になるのに、
今後の取引を考えて受け入れざるを
得ないような状況は、
「優先的地位の濫用」とみなされます。

その分、依頼料を
下げさせて
もらうからね。

いや、
それは…。

……。

次
の
日

これは
『登録事業者となるような慫慂等』
にあたります！

しょうよう

独占禁⽌法上、問題となる⾏為の例
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得ないような状況は、
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次
の
日

これは
『登録事業者となるような慫慂等』
にあたります！

しょうよう

●�事業者同⼠の取引条件はお互いの間で取り決めるものですが、インボイス導
⼊により、免税事業者は取引条件が不利になりやすいことが考えられます。

●�インボイス導⼊により取引条件を⾒直すことそのものが問題というわけでは
ありませんが、それが「優先的地位の濫⽤」に当たらないかの確認が必要です。
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　インボイス導⼊に伴い、請求書や納品書などを適切に変更する必要があります。
PCの会計ソフトやレジスターで領収書を発⾏しているなら、会計ソフトやレジスター
の更新が必要になります。補助金制度がありますので、うまく活用してください。

インボイス導入に関する
補助制度を活用しよう

PCの会計ソフト、レジスターの整備

経理実務や受注・発注システムの見直し

インボイスの記載事項を満たす書類
（請求書、納品書、レシートなど）の整備

インボイス登録番号は、ゴム印
などを使ってもかまいません。

⼩規模事業者持続的発展⽀援事業（持続化補助⾦）
　⼩規模事業者の販路開拓等を補助する持続化補助⾦に「インボイス枠」
が設けられました。インボイス発⾏事業者に転換するときの環境変化へ
の対応を⽀援する特別枠で、上限は100万円（補助率2/3）です。

サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業（IT導⼊補助⾦）
　インボイス制度の対応を⾒据えたITツール導⼊等に対する補助⾦があ
ります。

※詳しくは中⼩企業庁サイトなどでご確認ください。

インボイス導⼊前に⼿書きの領収
書を作成しているなら、導⼊後も
インボイスの要件を満たせば⼿
書きの領収書でかまいません。

導入までに準備が必要なモノ・コト

● 会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等のITツール、クラウド利⽤料（最
大2年分）：最⼤350万円（50万円以下は補助率3/4、50〜350万円は補助
率2/3）

● PCやタブレット等：上限10万円（補助率1/2）
● レジスター等：上限20万円（補助率1/2）

中小企業庁サイト▶
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各商⼯会では、インボイス制度をはじめ、経営に関する様々なご相談に対応いたしま
す。お近くの商⼯会の連絡先は、右の⼆次元コードにアクセスし商⼯会名で検索をお
願いします。地域を選択してお近くの商⼯会を探すこともできます。

お問い合わせ先⼀覧

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

インボイス制度に関すること

取引トラブルに関すること

中小企業支援施策全般

下請かけこみ寺
フリーダイヤル　　0120-418-618
 【受付時間】9:00-12:00／13:00-17:00（⼟⽇祝、年末年始除く）

中小企業電話相談ナビダイヤル
電話番号　 0570-064-350（お近くの経済産業局中小企業課につながります）
 【受付時間】9:00-17:30（土日祝除く）

インボイス制度特設サイト

適格請求書発行事業者の登録申請手続（国内事業者用）

記載例（個人事業者用）

適格請求書発行事業者公表サイト

記載例（法人用）

軽減・インボイスコールセンター
（消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター）
フリーダイヤル　　0120-205-553　【受付時間】9:00-17:00（⼟⽇祝除く）

☎
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の手引き

2022年11月
発行：全国商工会連合会
	 〒100-0006　東京都千代田区有楽町1丁目7番1号　有楽町電気ビル北館19階
　　　URL　https://www.shokokai.or.jp/
監修：税理士　小野谷 雄志

一目でわかる！
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